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「
困
っ
た
な
？
」「
何
処
に
相
談
し
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
」。
そ
ん
な
方
か
ら

県
労
福
協
の
無
料
相
談
〝
ほ
っ
と
ダ
イ
ヤ
ル
〞
に
は
暮
ら
し
の
中
の
様
々
な
問
題
や

悩
み
事
の
電
話
が
掛
か
っ
て
き
ま
す
。

新
し
い
年
を
迎
え
、
今
号
で
は
「
相
続
」
に
関
す
る
５
つ
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て

佐
藤
豊
弁
護
士
、
田
中
善
助
弁
護
士
、
北
川
哲
男
司
法
書
士
、
千
野
正
嗣
司
法
書
士
、

徳
竹
春
近
司
法
書
士
の
５
名
の
相
談
員
の
相
談
事
例
か
ら
拡
大
版
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

【
事
例
①
】（
女
性
）

《
再
婚
し
た
夫
の
財
産
の
相
続
は
ど
う
な
る
の
か
？
》

再
婚
し
た
夫
に
は
兄
弟
姉
妹
は
い
る
が
、
子

供
は
幼
少
時
に
亡
く
な
り
、
両
親
も
既
に
他
界

し
て
い
る
。

私
に
は
成
人
し
た
子
供
が
い
る
が
、
夫
と
は

養
子
縁
組
を
し
て
い
な
い
。

夫
の
財
産
の
相
続
は
ど
う
な
る
の
か
。

【
回
答
】（
佐
藤
　
豊
弁
護
士
）

遺
言
が
あ
れ
ば
そ
の
内

容
に
よ
る
が
、遺
言
が
な
け

れ
ば
法
定
相
続
分
と
な
る
。

本
件
の
場
合
の
相
続
分

は
、妻
が
3
／
4
、夫
の
兄
弟
姉
妹
が
1
／
4
。

な
お
、
遺
言
を
用
意
す
る
場
合
は
公
正
証
書

が
望
ま
し
い
。

【
事
例
②
】（
女
性
）

《
実
家
の
祖
父
名
義
の
土
地
の
相
続
、
叔
父

の
一
人
が
相
続
放
棄
し
て
く
れ
な
い
》

実
家
に
祖
父
名
義
の
土
地
が
あ
る
。
相
続

人
は
祖
母
と
、
５
人
兄
弟
の
長
男
で
あ
る
父

と
父
の
兄
弟
。
そ
の
後
祖
母
が
亡
く
な
り
、

最
終
的
な
相
続
人
は
父
と
叔
父
・
叔
母
の
５

人
と
な
っ
た
。

父
は
、
自
分
の
子
供
で
あ
る
長
男
（
私
の

弟
）
に
相
続
さ
せ
名
義
を
変
更
し
た
い
と
い

う
が
、
叔
父
の
一
人
が
印
を
押
し
て
く
れ
な

い
。
ど
う
し
た
ら
良
い
か
。

【
回
答
】（
田
中
善
助
弁
護
士
）

相
続
人
は
父
と
叔
父
、叔

母
の
5
人
で
あ
り
、
父
の

長
男
（
私
の
弟
）
は
相
続

人
で
は
な
い
。

従
っ
て
、
弟
に
は
相
続
を
原
因
と
し
て
直
接
祖

父
か
ら
弟
に
名
義
を
移
転
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
。
弟
の
名
義
に
す
る
に
は
父
が
相
続
し
て
名

義
を
取
得
し
、
そ
の
後
、
贈
与
等
を
原
因
と
し

て
父
か
ら
名
義
を
取
得
す
る
必
要
が
あ
る
。

叔
父
は
相
続
人
で
あ
る
の
で
権
利
と
し
て
、

叔
父
に
対
し
相
続
放
棄
の
書
類
等
に
印
を
強
要

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

話
合
い
に
よ
る
解
決
が
出
来
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
家
裁
に
「
遺
産
分
割
の
調
停
の
申
立
」
を
す

る
。
法
定
相
続
分
に
よ
る
相
続
登
記
（
相
続
人

の
共
有
と
な
る
）
は
叔
父
の
承
諾
な
く
し
て
単

独
で
出
来
る
が
、
父
名
義
の
単
独
登
記
を
す
る

に
は
、
遺
産
分
割
協
議
を
行
い
父
親
が
土
地
を

相
続
す
る
と
の
合
意
が
必
要
と
な
る
。

「
相
続
人
の
範
囲
と
法
定
相
続
分
」

○
相
続
人
の
範
囲
　
死
亡
し
た
人
の
配
偶
者
は
常
に
相
続
人
と
な
り
、

配
偶
者
以
外
の
人
は
次
の
順
序
で
配
偶
者
と
一
緒
に
相
続
人
と
な
る
。

①
第
１
順
位
　
死
亡
し
た
人
の
子
供
。
そ
の
子
供
死
亡
の
場
合
は
そ

の
子
供
の
直
系
卑
族
（
子
供
や
孫
。
但
、
両
方
い
る
場
合
は
子
供
を

優
先
）。
②
第
2
順
位
　
死
亡
し
た
人
の
直
系
尊
属
（
父
母
や
祖
父
母

等
。
但
、
両
方
い
る
場
合
は
父
母
を
優
先
）。
第
１
順
位
の
人
が
い
な

し
か
し
、
毋
（
姑
）
は
其
処
に
住
み
続
け

る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
が
ど
う
し
た
ら
良

い
か
。
ま
た
、
ど
ん
な
方
法
が
あ
る
か
。

【
回
答
】（
北
川
哲
男
司
法
書
士
）

相
続
放
棄
は
、
各
相
続

人
の
個
々
の
意
志
に
よ
っ

て
可
能
で
あ
る
が
、
子
が

全
員
放
棄
す
る
と
、
母
と

父
の
兄
弟
姉
妹
が
共
同
相
続
人
と
な
る
こ
と
も

考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

本
事
例
は
、
債
務
超
過
と
い
う
ほ
ど
で
も
な

く
、
母
の
扶
養
義
務
の
問
題
も
あ
る
の
で
、
相

続
放
棄
は
、
周
囲
へ
の
影
響
も
含
め
て
慎
重
に

考
え
た
方
が
良
い
。

【
事
例
③
】（
女
性
）

《
債
務
が
あ
る
実
家
の
相
続
権
の
放
棄
を
し

た
い
が
、
ど
ん
な
方
法
が
あ
る
か
》

夫
の
実
家
は
中
山
間
地
の
農
家
で
、
最
近

父
（
舅
）
が
亡
く
な
っ
た
。
自
宅
と
農
地
が

あ
る
が
、
税
金
の
滞
納
が
数
十
万
円
あ
る
。

夫
は
相
続
放
棄
を
希
望
し
て
お
り
、
夫
の

姉
妹
も
財
産
は
い
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
。

【
事
例
④
】（
男
性
）

《
母
親
の
遺
産
相
続
。
調
停
申
立
も
不
成
立

と
な
っ
た
が
ど
う
し
た
ら
良
い
か
》

母
の
相
続
人
は
私
（
長
男
）
を
含
め
て
子

供
ら
６
人
で
あ
る
。

相
続
争
い
で
2
年
前
に
遺
産
分
割
の
調
停

の
申
立
を
し
た
が
、
相
手
方
が
不
出
頭
で
不

成
立
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
相
手
方
で
あ
る
長
女
が
遺
言
状

を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
遺
留
分
の

請
求
を
弁
護
士
を
通
じ
て
内
容
証
明
で
通
知

し
た
。
相
手
の
長
女
は
手
強
く
、
他
の
兄
弟

い
場
合
に
相
続
人
と
な
る
。
③
死
亡
し
た
人
の
兄
弟
姉
妹
。
そ
の
兄

弟
姉
妹
死
亡
の
場
合
は
そ
の
人
の
子
供
。
第
１
、
第
２
順
位
の
人
が
い

な
い
場
合
に
相
続
人
と
な
る
。

な
お
、相
続
を
放
棄
し
た
人
は
初
め
か
ら
相
続
人
で
は
な
か
っ
た
も
の

と
さ
れ
、
ま
た
内
縁
関
係
の
人
は
相
続
人
に
含
ま
れ
な
い
。

○
法
定
相
続
分
　
相
続
人
が
①
配
偶
者
と
子
供
の
場
合
　
配
偶
者

1
／
2
、
子
供
1
／
2

②
配
偶
者
と
直
系
尊
属
の
場
合
　
配
偶
者

2
／
3
、
直
系
尊
属
1
／
3

③
配
偶
者
と
兄
弟
姉
妹
の
場
合
　
配

偶
者
3
／
4
、
兄
弟
姉
妹
1
／
4
。
尚
、
子
供
、
直
系
尊
属
、
兄
弟

姉
妹
が
そ
れ
ぞ
れ
2
人
以
上
い
る
場
合
は
原
則
と
し
て
均
等
分
割
。

ま
た
、
民
法
に
よ
る
法
定
相
続
分
は
相
続
人
の
間
で
遺
産
分
割
の
合

意
が
で
き
な
か
っ
た
時
の
も
の
で
あ
り
、
共
同
相
続
人
間
の
合
意
が

優
先
さ
れ
る
。

○
寄
与
分
　
共
同
相
続
人
間
の
実
質
的
公
平
を
図
る
た
め
の
制
度
で

特
別
寄
与
分
を
加
味
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
協
議
で
寄
与
分
が
調
わ

な
い
時
は
寄
与
者
の
請
求
に
よ
り
家
庭
裁
判
所
が
寄
与
分
を
定
め
る
。

「
遺
産
分
割
協
議
書
」

○
単
独
登
記
を
す
る
た
め
の
遺
産
分
割
協
議
書
は
、
実
印
を
押
印
し

た
遺
産
分
割
協
議
書
を
作
成
す
る
。
協
議
が
成
立
し
な
い
場
合
は
、

家
庭
裁
判
所
に
遺
産
分
割
調
停
の
申
立
を
行
う
。
調
停
で
の
協
議
が

成
立
し
な
い
場
合
は
、
家
庭
裁
判
所
審
判
官
に
よ
る
審
判
と
な
る
。

「
相
続
放
棄
」

○
相
続
放
棄
は
、
自
己
の
た
め
に
相
続
の
開
始
が
あ
っ
た
こ
と
を
知

っ
た
日
か
ら
3
ヶ
月
以
内
に
家
庭
裁
判
所
に
申
述
す
る
。
し
か
し
、

自
己
の
義
務
だ
け
を
逃
れ
る
趣
旨
の
放
棄
は
、
法
の
趣
旨
に
反
す
る

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

○
相
続
税
の
申
告
と
納
付

相
続
開
始
の
10
ヶ
月
以
内
に
申
告
・
納

付
す
る
。
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は
争
い
か
ら
手
を
引
き
私
の
力
に
な
っ
て
も

ら
え
な
い
の
で
、
近
く
で
相
談
に
の
っ
て
く

れ
る
所
を
教
え
て
欲
し
い
。

【
回
答
】（
千
野
正
嗣
司
法
書
士
）

直
接
、
相
手
方
で
あ
る

長
女
と
の
交
渉
が
無
理
で

あ
れ
ば
、
近
く
の
弁
護
士

に
依
頼
し
て
相
談
に
の
っ

て
も
ら
う
。
審
判
に
よ
る
分
割
で
な
さ
れ
る
か
、

ま
た
は
長
女
の
持
っ
て
い
る
遺
言
状
の
内
容
に

よ
っ
て
審
判
手
続
き
が
継
続
さ
れ
な
い
と
す
れ

ば
、
遺
留
分
減
殺
請
求
権
に
基
づ
き
訴
訟
す
る

こ
と
に
な
る
。

前号（12／1号）の「労働問題
と労働保険関係」を担当。
社会保険労務士の山口正人氏

無料職業紹介所相談員
桝野金治郎氏

「
調
停
と
審
判
に
よ
る
分
割
」

○
通
常
、
調
停
は
家
事
審
判
官
1
名
と
、
調
停
委
員
2
名
以
上
の
合

議
制
で
進
め
ら
れ
、当
事
者
間
の
話
し
合
い
に
よ
る
解
決
を
は
か
る
。

内
容
は
相
続
人
全
員
が
合
意
で
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
合
意
が
成

立
し
な
い
と
き
は
、
調
停
は
不
成
立
と
な
る
。
調
停
が
成
立
し
な
い

時
、
裁
判
所
の
判
断
に
よ
っ
て
分
割
方
法
を
定
め
て
く
れ
る
よ
う
に

申
し
立
て
、そ
の
審
判
に
従
っ
て
分
割
す
る
事
を
審
判
分
割
と
い
う
。

審
判
は
、
家
庭
裁
判
所
が
す
る
一
種
の
裁
判
の
こ
と
。

「
遺
留
分
減
殺
請
求
権
」

○
遺
留
分
と
は
一
部
の
相
続
人
に
最
低
限
度
保
証
さ
れ
て
い
る
一
定

な
割
合
の
遺
産
の
こ
と
で
、
遺
言
が
あ
れ
ば
自
由
に
財
産
を
処
分
で

き
る
が
、
遺
留
分
制
度
は
こ
れ
に
一
定
の
制
限
を
か
け
る
も
の
。
○

遺
留
分
の
権
利
者
は
法
定
相
続
人
の
う
ち
、
配
偶
者
、
子
、
孫
、
親
、

祖
父
母
で
、
兄
弟
姉
妹
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
○
遺
留
分
の
請
求

侵
害
さ
れ
た
財
産
に
つ
い
て
「
遺
留
分
減
殺
請
求
」
を
し
な
け
れ
ば

財
産
は
戻
ら
な
い
。
○
遺
留
分
減
殺
請
求
権
の
時
効
は
相
続
の
開
始

及
び
遺
留
分
を
侵
害
す
る
贈
与
や
遺
贈
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
と

き
か
ら
１
年
（
以
後
は
時
効
に
よ
り
消
滅
）。
○
遺
言
の
有
効
性

遺
留
分
制
度
は
あ
る
が
そ
れ
を
無
視
し
た
遺
言
は
有
効
。
遺
留
分
の

権
利
を
持
つ
相
続
人
が
遺
留
分
減
殺
請
求
を
す
る
こ
と
で
初
め
て
効

力
が
発
生
す
る
。
○
遺
留
分
減
殺
請
求
書
は
「
内
容
証
明
郵
便
」
で

送
る
の
が
望
ま
し
い
。

県労福協の構成団体である「財団法人・長野県労働者福祉基金協会」（略称・労働基金）では、労働団体、労働組合、

労働者福祉事業団体や県労福協等が主催する「年金セミナー」に、労働基金が委嘱した社会保険労務士を講師として派遣

する「講師派遣事業」を本年度1月から新しく始めました。

勤めている間は、年金、健康保険、雇用保険等の各種手続きは本人に代わって事業主が行っていますが、一旦退職する

と、自分のことは何もかも自分で手続きをしなければなりません。そんな面倒な難しい色々な手続きも「知っていて得す

るもの」が沢山あります。今までも、退職間近な方々が集まり「年金セミナー」が各地区や各職場単位に開催されて大変

好評を得ています。

講師料や交通費の派遣に関わる費用は労働基金が負担しますので、多くの皆さんのご利用を期待しています。早速、あ

なたの職場でも、あなたから開催を勧めてこの制度を活用してみませんか。

労働基金では、日常の法律、税務上の質問やトラブルの相談に、

県内6名の弁護士と長野県税理士会所属の税理士全員を顧問に委嘱

して、皆様の相談に無料で応じています。

本年1月からは、法律相談件数が特に多い長野地区に顧問弁護士

を1名増員（柳澤修嗣氏）し、7名の弁護士による相談体制にしまし

た。紹介状持参で1時間の無料相談が受けられますので、是非ご利

用ください。

相談を希望される方は、ろうきん本支店、全労済県本部・支所、

県生協連加盟の生協の窓口までご連絡ください。

お申込みは、ろうきん本支店、全労済県本部・支所、県労福協、地区労福協、県生協連加盟の生協の窓口までご連絡ください。

し
た
い
が
義
兄
が
文
句
を
言
う
》

妻
は
兄
、
弟
の
3
人
兄
弟
で
、
東
北
地
方

都
市
に
住
む
両
親
は
健
在
。
妻
は
両
親
の
面
倒

を
ず
ー
っ
と
見
て
き
た
が
、
2
年
前
に
亡
く
な

っ
た
。
そ
の
後
は
自
分
が
面
倒
を
見
て
き
た
。

義
父
名
義
の
建
物
を
改
修
し
た
い
が
、
義

兄
が
文
句
を
言
う
。
ど
う
し
た
も
の
か
。

【
回
答
】（
徳
竹
春
近
司
法
書
士
）

相
続
権
に
つ
い
て
は
自

分
の
子
（
義
父
母
の
孫
）

に
も
権
利
が
あ
る
。
義
兄

が
改
修
に
つ
い
て
文
句
を

言
う
の
で
あ
れ
ば
、
改
修
費
は
自
分
の
費
用
で

賄
い
、
そ
の
旨
承
知
し
て
も
ら
う
。
但
し
、
改

修
の
程
度
に
も
よ
る
。

義
父
母
が
被
相
続
人
に
な
っ
た
場
合
で
も
、

土
地
は
自
分
の
名
義
だ
か
ら
建
物
を
長
男
（
義

兄
）が
相
続
す
る
こ
と
は
現
実
的
に
は
な
い
。お

金
で
解
決
す
れ
ば
良
い
の
で
は
な
い
か
。

愛
す
る
家
族
の
た
め
に
公
正
証
書
で
遺
言
書
を
作

成
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

家
族
が
争
い
合
う「
争
族
」（
そ
う
ぞ
く
）問
題
に
し

な
い
た
め
の
あ
な
た
の
愛
情
が
き
っ
と
伝
わ
り
ま
す
。

新
た
な
年
を
迎
え
た
こ
の
機
会
に
、ご
自
身
の
財

産
を
書
き
出
し
て
見
ま
し
ょ
う
。

【
事
例
⑤
】（
男
性
）

《
離
れ
て
住
む
妻
の
両
親
の
面
倒
を
妻
亡
き

後
も
み
て
き
た
。
義
父
名
義
の
建
物
を
改
修

下平　秀弘

佐藤　　豊

柳澤　修嗣

佐藤　芳嗣

高野尾三穂

牛山　秀樹

鷲見　晧平

0265-24-4155

026-226-0689

026-223-5788

0268-27-9349

0263-33-1111

0266-53-4339

0265-72-4826

氏　　名 事務所所在地 電 話 番 号
〒395-0013
飯田市小伝馬町1-3594-7

〒380-0922
長野市若里1-15-62

〒380-0836 
長野市南県町999-10

〒386-0023
上田市中央西1-7-2

〒390-0872
松本市北深志2-3-5

〒392-0004
諏訪市諏訪2-1-27

〒396-0021
伊那市大字伊那5000

顧
問
弁
護
士 県不動産会館2階

く
ら
し
・
な
ん
で
も
相
談
〝
ほ
っ
と
ダ
イ
ヤ
ル
〞
0
1
2
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3
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6
0
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